
１　町村選挙事務処理日程表
平成31年4月21日執行

法 … … …
令 … … …
規 則 … …

特 例 法 …

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡例 特 例 令 …

運 規 … …
選 規 … …
委 員 会 …

（ 公 ） … …

月・日 曜日
告 示 日
前 後

選 挙 期
日 前 後

事 務 処 理 事 項 処 理 担 当

2/18 月 57 62 （市町村選管委員長・事務（管理執行・投開票速報）担当者会議） （県委員会）
・選挙人名簿定時登録日 委員会 法22
・選挙権を有する者の総数の50分の1の数等の告示 委員会 地方自治法74等

3/2 土 45 50 ・選挙人名簿閲覧（～３／６） 委員会 法24
3/11 月 36 41 （明るい統一地方選挙推進大会） （県委員会）
3/15 金 32 37 （市町村選挙事務（投開票）担当者会議） （県委員会）

〈知事選：選挙人名簿選挙時登録基準日〉 委員会 特例令1
〈知事選：選挙人名簿選挙時登録日〉 委員会 特例令1
〈知事選：選挙権を有する者の総数の50分の1の数等の告示〉 委員会 地方自治法74等
・委員会の開催・投票用紙の様式等の決定 委員会

3/21 木 26 31 〈知事選：選挙期日の告示〉 （県委員会） 特例法2
〈県議選：選挙人名簿登録選挙時基準日〉 （委員会） 特例令1
〈県議選：選挙人名簿選挙時登録日〉 （委員会） 特例令1
〈県議選：選挙権を有する者の総数の50分の1の数等の告示〉 （委員会） 地方自治法74等

3/29 金 18 23 〈県議選：選挙期日の告示〉 （県委員会） 特例法2
・諸用紙及び物品の作成 委員会
・立候補予定者説明会 委員会
・個人演説会等を行う施設の指定報告 委員会 法161、運規41
・個人演説会等を行う施設の設備の程度及び費用の公表 施設管理者 令119、121

4/7 日 9 14 〈知事選・県議選選挙期日〉 特例法1
・ポスター掲示場にポスターを掲示できる日の告示 委員会 法144の2
・不在者投票用紙等の発送開始日の決定 委員会 令53
・選挙人名簿選挙時登録基準日（年齢については4月21日） 委員会 特例令1
・選挙人名簿選挙時登録日 委員会 特例令1
・選挙権を有する者の総数の50分の1の数等の告示 委員会
・候補者届出事前審査完了 委員会
・候補者届出の受付準備完了 委員会
・ポスター掲示場設置期限 委員会
・ポスター掲示場設置場所の告示 委員会 法144の2
・選挙期日の告示日 委員会 特例法2
・選挙人名簿登録者の閲覧（本日のみ） 委員会 法28の2
・選挙人名簿登録者の異議申出（〃） 委員会 法24
・開票事務を選挙会事務に併せて行うか否かの旨の告示 委員会 法79

・選挙長及びその職務代理者の選任、告示、選任書の交付（開票事務を選挙
会事務に併せて行わない場合は、開票管理者及びその職務代理者も告示す
ること）

委員会

・選挙長の執務場所の告示 委員会
・投票用紙の様式の告示 委員会 法45
・仮投票用封筒、投票用封筒及び郵便による投票用封筒に押すべき印の告示 委員会
・選挙運動費用制限額の告示 委員会
・選挙運動従事者等に支給できる実費弁償額及び報酬額の告示（永久告示が
してある場合は、不要）

委員会 法197の2

・自動車、拡声機の表示板の告示（選挙運動管理規程等で定めてある場合
は、不要）

委員会 法141

・乗車用腕章、運動員腕章の告示（選挙運動管理規程等で定めてある場合
は、不要）

委員会

・街頭演説用標旗の告示（選挙運動管理規程等で定めてある場合は、不要） 委員会 法164の5
・同時選挙における投票及び開票順序の決定 委員会 法122

・開票事務を併せて行う選挙会の場所及び日時の告示(開票事務を選挙会事
務と併せて行わない場合は､開票の場所及び日時も告示すること)

委員会 法78（法64）

・選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示（開票事務を選挙会事務と併せ
て行わない場合は、開票立会人のくじを行う場所及び日時も告示すること）

選挙長 法76（法62）

・投票所の告示 委員会 法41
・投票所の開閉時刻の繰上げ・繰下げの告示、通知、届出 委員会 法40、選規14
・不在者投票事務取扱場所の告示 委員会 選規24
・期日前投票所の告示 委員会
・期日前投票管理者及び職務代理者の選任、告示、選任書の交付 委員会
・期日前投票立会人の選任通知 委員会
・投票管理者及びその職務代理者の選任、告示、選任書の交付 委員会
・投票記載所等の氏名表の掲載順序のくじを行う日時及び場所の告示 委員会 法175、運規70
（公）掲載順序のくじを行う日時等の告示 委員会 法172の2
・立候補届出受付開始 選挙長 法86の4、令89
・候補者物品等の交付 委員会
・立候補者の告示、報告及び通知 選挙長
・選挙運動の開始 候補者等 法129
・選挙事務所設置届の受理 委員会
・出納責任者選任届の受理 委員会 法180
・報酬を支給できる者の届出の受理 委員会
・選挙立会人届の受理 選挙長
・開票立会人届の受理 選挙長 法62、令69
・公営施設使用個人演説会開催申出の受理 委員会
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8

読替法37、令24、読替令25、読替選規10
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根 拠 法 令

地方自治法74等

法163、令112

法194、196、令127

法76・62、令82・69

地方公共団体の議会の議員及び長の
任期満了による選挙等の期日等の臨時
特例に関する法律施行令

規則8･10･10の5

法86の4、令92

法197の2、令129

法37、令24・25、選規10

法130、令108

法141の2・164の7

条例により選挙公報を発行する場合の
事務処理

鳥取県選挙運動管理規程
公職選挙法による選挙事務規程

公職選挙法
公職選挙法施行令
公職選挙法施行規則
地方公共団体の議会の議員及び長の
任期満了による選挙等の期日等の臨時
特例に関する法律

選挙管理委員会

4/15 月 1 6

3/1 金 46 51

3/20

読替法41

読替法38、読替令27、選規11

法75、令80・81（法61、令67・68）、選
規10･30・40
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告 示 日
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選 挙 期
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事 務 処 理 事 項 処 理 担 当 根 拠 法 令

・立候補届出期限 選挙長 法86の4
（公）掲載申請期限 委員会 法172の2
・投票記載所等の氏名表の掲載順序のくじ 委員会 法175
（公）掲載順序のくじ 委員会 法172の2
・県への立候補届出・党派別立候補者数報告 委員会
・無投票の告示等 選挙長 法100
・県への無投票に関する報告 委員会
・投票所入場券の配布開始 委員会 令31
・期日前投票所、不在者投票記載場所の氏名表の作成 委員会
・不在者投票事務処理簿の調製 委員会
・期日前投票の準備完了 委員会 読替令32
・不在者投票の準備完了 委員会 令56,57,58,32
（公） 公報印刷開始
・期日前投票所及び市町村選管委員長の管理する不在者投票記載場所への
氏名表等の掲示

委員会

・候補者氏名等の投票管理者、開票管理者への通知 選挙長 令92
・期日前投票の開始 委員会
・不在者投票の開始 委員会
・郵便等による不在者投票用紙等交付申請期限 委員会 令59の4
・期日前投票所投票録の作成（～4/20） 委員会 令49の9
・公営施設使用個人演説会開始 委員会 法163、令112
・投票、選挙会事務従事者の選任通知期限 委員会 選規20
・投票、選挙会事務従事者打合会 委員会
・投票立会人の選任通知期限 委員会
・選挙立会人の届出期限 選挙長
・選挙立会人のくじ 選挙長 法76・62
・選挙立会人の参会通知 選挙長 選規42・35
・補充立候補届出の期限 選挙長 法86の4
・投票記載所の氏名等の掲載順序のくじ（補充立候補届出があった場合） 委員会 法175
・県への立候補届出・党派別立候補者数報告（補充立候補届出があった場合） 委員会
・投票記載所の氏名表の作成 委員会
（公）公報配布期限 委員会 法172の2
・選挙人名簿異議申出決定期限 委員会 法24
・期日前投票 終日 委員会
・不在者投票 終日 委員会
・投票所、開票所の準備 委員会
・投票用紙等の送致 委員会 選規16
・期日前投票箱等の送致 投票管理者
・選挙運動 終日 候補者等 法129
【選挙期日】 特例法1
・選挙人名簿（抄本）の送付 委員会 令28
○投票
・投票開始 投票管理者 法40
・投票箱の空虚表示 投票管理者 令34
・選挙人名簿との対照 投票管理者 法44
・投票用紙の交付 投票管理者 法45、令35
・点字投票 投票管理者 法47、令39
・代理投票 投票管理者 法48
・投票の拒否 投票管理者 法50、令40
・仮投票 投票管理者 法50、令41
・投票所の秩序保持 投票管理者 法59、60、51
・県への投票状況（速報指定投票区）報告 委員会
・投票所の閉鎖 投票管理者 法40・53
・不在者投票調書の作成、送致 委員会 令61
・不在者投票の処理 投票管理者
・不在者投票の受理及び不受理の決定 投票管理者 令63
・投票箱の閉鎖 投票管理者 法53、令43
・投票箱の鍵の引継、保管 投票管理者 令43
・投票録の作成 投票管理者 法54
・投票箱等の送致 投票管理者 法55
・県への投票結果の報告 委員会
・投票に関する書類の保存 委員会 令45
○開票
・開票開始 選挙長 法79･66
・仮投票等の受理及び不受理の決定 選挙長 法66、令71
・投票の混同並びに点検及び計算 選挙長 法66、令72
・投票の効力の決定 選挙長 法67
・開票結果報告 選挙長 法66
・各候補者の得票総数の朗読又は掲示 選挙長 令73･84
・当選人の決定 選挙長 法95
・選挙録の作成 選挙長 法83
・選挙人名簿の返付 選挙長 令75
・点検済の投票等の送付 選挙長 令76
・選挙人名簿の抄本及び開票に関する書類等の保存 委員会 法71、令77
・選挙会 選挙長 法80
・当選人の報告 選挙長 法101の3
・当選人の告知及び告示 委員会 法101の3
・当選証書の付与及び報告 委員会 法105・108
・県への開票結果の報告 委員会

4/22 月 6 1 ・県への党派別当選人数/得票数に関する報告 委員会
・選挙及び当選の効力に関する異議申出期限 委員会 法202・206
・選挙運動に関する収支報告書の提出期限 委員会 法189
・供託物の返還・没収 委員会 法93、令93
・選挙運動に関する収支報告書の要旨公表等 委員会 法192

法175、令125の4

令61，選規26

4/21 日

4/16 0 5火

5 0

令62・63・64・65

法76・62、令82・69

令32、選規17・34

4/17 水

4/18

1

木 2

読替法55、令49の10

2

法175、運規67

4

3

4/20 土 4 1

4/19 金 3

5/6 月 20 15

法48の2、読替法40

法48の2、読替法40

法49、法270の2、令50

法49、法270の2、令50

法38、令27、選規11

法175、運規67・68


